
各種スポーツ大会参加補助金の手続きについて 

 

本補助金の補助金額は、交通費・宿泊費の総額の５０％です。 

ただし、個人又は９人以下の団体で参加する場合の交付限度額は、１人当たり
１０，０００円、１０人以上の団体で参加する場合の交付限度額は、１団体当た
り１００，０００円です。年度中、１回限りの交付なのでご注意ください。 
なお、大会を主催する団体等より補助がある場合は、対象となる経費から補助

を受けた金額分を差し引いた額を対象経費としますので、予めご留意ください。 
 
 
 

≪  申請手続きの流れ ≫  
 
①大会への出場が決まったら、所沢市各種スポーツ大会参加補助金交付申請書（様
式第１号）に以下の書類を添え、ご提出ください。 

1. 大会要項（補助対象大会の要項・予選会の要項） 
（例）全国大会へ出場するため、申請をしたい。 

全国大会の大会要項と全国大会出場をかけた埼玉県予選大会の大会要項をご

用意ください。 

2. 大会出場者登録名簿（大会事務局に提出した申込書の写し等） 
3. 大会参加に至る予選等の結果を証明できるもの 
4. 収支予算書（会場の最寄り駅を記載） 
5. 口座振替依頼書（団体で申請する場合は、団体名義の口座。） 
 ※ 団体の代表者名義の口座では申請できませんのでご注意ください。 
  

②申請書類に基づいて審査し、交付決定通知書にて審査結果を通知します。 
 
③大会終了後、所沢市各種スポーツ大会参加補助金実績報告書（様式第 5 号）に

以下の書類を添え、ご提出ください。 
1. 大会プログラム 
2. 大会結果がわかるもの 
3. 収支決算書 
4. 宿泊費の領収書（コピーでも可、内訳明細の記載のあるもの） 
 

④実績報告書に基づいて審査し、交付確定通知書にて審査結果を通知します。 
 
⑤確定通知書が届いたら、所沢市各種スポーツ大会参加補助金交付請求書（様式
第７号）に以下の書類を添え、ご提出ください。 
1. 補助金等交付決定通知書及び補助金等確定通知書の写し 
 

※ 規程上、実際にかかった交通費と異なる額を基に補助金が算出される場合があ
ります。 

 
 

 
 


